
     

 

平成 23 年４月 28 日 

各  位 

                                                  会 社 名  株式会社 DPG ホールディングス 

                                                  代表者名  代表取締役社長 松田 純弘 

                                                （コード番号 ３７８１ 名証セントレックス） 

                                                  問合せ先  ＩＲｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 篠塚 剛 

                                                （Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４６４－３０６０） 

 

「債務超過の猶予期間入り」のお知らせ 

 

当社は本日、有価証券報告書を提出し、平成22年12月期において債務超過の状況に陥ったこと

から、本日の株式会社名古屋証券取引所発表のとおり、「株券上場廃止基準」第２条の２第１項

第４号（債務超過）に該当するため、猶予期間入りいたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．対象となる法定開示書類 

 

有価証券報告書（自 平成 22年１月１日 至 平成 22年 12月 31日） 
 

２．債務超過に至った経緯 

 

  昨今の景況感の悪化による売上高の減少に加え、平成23年３月１日開示の「減損損失による

特別損失の計上及び平成22年12月期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社の連結

子会社である株式会社SPARKS（以下「SPARKS」という。）との逆取得に該当する株式交換（平

成21年12月21日効力発生日）により発生した「のれん」を減損処理したことにより、540,478

千円の特別損失を計上し、また、平成22年12月期においてSPARKSの長期未収入金に対する貸倒

引当金繰入額204,532千円、SPARKSに対する訴訟関連損失及び訴訟損失引当金繰入額として

150,985千円を計上いたしました。さらに、平成23年４月20日開示の「過年度有価証券報告書

等の一部訂正等に関するお知らせ」のとおり、平成21年12月期において、未払金150,000千円

の計上及び40,000千円の債務免除益の取消等により、過年度決算を訂正し、平成21年12月期末

現在において、122,636千円の債務超過状態となっておりました。 

  これらにより、1,382,539千円の当期純損失を計上した結果、1,505,176千円の債務超過とな

っております。 
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３．連結財政状態について 

 

  株式会社名古屋証券取引所の「株券上場廃止基準」第２条の２第１項第４号（債務超過）の

規定する「純資産の額」とは、「純資産の部の合計額＋特別法上の準備金等－（新株予約権＋

少数株主持分）」であります。当社の連結会計年度（平成22年12月期）の純資産は△1,505,176

千円であります。新株予約権、少数株主持分は該当事項がありませんので、1,505,176千円の

債務超過となっております。 

 

４．猶予期間  平成23年１月１日～平成23年12月31日 

 

５．今後の見通し 

 

  当社グループはこの状況を解消すべく、平成23年３月25日付「事業の状況、今後の展開等に

ついて」に開示の今後の展開及び事業計画の改善に基づき、実施可能な施策から順次、実施し

てまいります。 

   

以  上 
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